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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
討
は
、
平
成
十
八
年
度
末
ま
で
に
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
新
た
な
場
を
設
け
て
行
う
こ
と
。
ま
た
、
そ

の
場
に
お
い
て
は
介
護
保
険
制
度
の
被
保
険
者
及
び
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
る
者
の
範
囲
の
拡
大
も
含
め
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

二
、
介
護
保
険
施
設
等
に
お
け
る
食
費
及
び
居
住
費
を
保
険
給
付
の
対
象
外
と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
負
担
が
過
重
な
も
の
と
な
ら
な

い
よ
う
な
負
担
上
限
額
を
設
定
し
、
低
所
得
者
へ
の
配
慮
と
激
変
緩
和
に
努
め
る
こ
と
。
併
せ
て
、
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利
用
者
負
担
減
免
制

度
の
運
用
改
善
等
の
き
め
細
か
な
低
所
得
者
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
社
会
福
祉
法
人
に
過
剰
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う

に
適
正
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。 

三
、
介
護
保
険
施
設
等
の
給
付
の
見
直
し
に
関
し
て
は
、
施
行
に
向
け
周
知
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
施
行
後
に
お
い
て
は
、
利
用
者
負
担
の

実
態
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
介
護
保
険
三
施
設
に
お
け
る
食
費
及
び
居
住
費
の
徴
収
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
け
る
居
住
環

境
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
入
所
者
の
所
得
、
施
設
の
居
住
環
境
等
の
実
情
に
応
じ
て
、
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
。
ま
た
、
高
齢
者
の
非
課
税

限
度
額
の
見
直
し
に
関
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
税
制
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
激
変
緩
和
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

四
、
平
成
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
年
金
課
税
の
強
化
（
公
的
年
金
等
控
除
の
縮
小
）
に
伴
う
第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
負
担
の
増
加
に

対
し
て
は
、
激
変
緩
和
を
図
る
た
め
、
課
税
層
に
対
す
る
保
険
料
賦
課
に
お
い
て
、
多
段
階
で
弾
力
的
な
段
階
設
定
が
可
能
と
な
る
よ
う
措
置
す

る
こ
と
。
ま
た
、
上
記
措
置
に
は
、
平
成
十
六
年
度
税
制
改
正
の
激
変
緩
和
の
意
義
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
全
国
の
担
当
部
長
会
議
等
に
お
い

て
十
分
な
説
明
を
行
い
、
市
町
村
へ
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

五
、
介
護
保
険
制
度
を
費
用
負
担
の
面
で
支
え
る
現
役
世
代
の
意
見
を
制
度
運
営
に
十
分
反
映
さ
せ
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
に
保
険
者
や
第
一
号

被
保
険
者
と
と
も
に
、
第
二
号
被
保
険
者
や
医
療
保
険
者
な
ど
で
構
成
す
る
運
営
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
。
ま
た
、
第
二
号
被
保
険
者
の
介
護

保
険
料
の
料
率
に
つ
い
て
は
、
上
限
の
設
定
な
ど
、
そ
の
急
激
な
増
加
を
抑
え
る
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

六
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
等
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
及
び
介
護
施
設
の
個
室
・
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
化
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま

た
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
既
存
施
設
を
活
用
す
る
な
ど
効
率
的
な
整
備
の
推
進

に
努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
介
護
施
設
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
付
き
の
「
住
ま
い
」
の
整
備
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
住
宅
政
策
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
検
討
を
行
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
介
護
者
の
急
病
な
ど
緊
急
・
突
発
的
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ

う
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
し
や
す
い
も
の
に
見
直
す
こ
と
。 



七
、
新
予
防
給
付
の
導
入
に
伴
い
、
認
定
区
分
が
要
介
護
一
か
ら
要
支
援
二
に
変
更
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
サ

ー
ビ
ス
を
引
き
続
き
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
新
予
防
給
付
に
係
る
介
護
報
酬
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
自
立
支
援
の

観
点
か
ら
、
時
間
単
位
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
月
単
位
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
の
包
括
的
な
設
定
を
導
入
す
る
な
ど
、
柔
軟
性
の
あ
る
仕
組
み

を
検
討
す
る
こ
と
。 

八
、
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
の
意
向
に
配
慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
要
介
護
度
の
改
善
が
見
ら
れ

た
場
合
、
要
介
護
区
分
を
速
や
か
に
変
更
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

九
、
要
支
援
・
要
介
護
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
へ
の
適
切
な
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
向
け
て
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
保
健
師

等
が
要
介
護
認
定
非
該
当
者
や
未
申
請
者
の
実
態
把
握
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
新
予
防
給
付
及
び
地
域

支
援
事
業
の
効
果
に
関
し
て
信
頼
性
の
高
い
研
究
成
果
を
蓄
積
し
、
市
町
村
に
対
し
て
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
。 

十
、
新
予
防
給
付
・
地
域
支
援
事
業
の
実
施
状
況
を
み
な
が
ら
、
平
成
二
十
年
度
末
ま
で
に
予
防
効
果
の
評
価
検
討
と
同
時
に
、
保
険
料
、
サ
ー

ビ
ス
の
水
準
、
要
介
護
認
定
審
査
等
に
お
け
る
地
域
格
差
の
縮
小
を
図
り
、
全
国
平
等
の
サ
ー
ビ
ス
と
な
る
よ
う
に
必
要
な
財
政
措
置
等
を
講
じ

る
こ
と
。
ま
た
、
地
域
支
援
事
業
に
お
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
選
定
に
係
る
「
介
護
予
防
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
に
お
い
て
は
、
全

国
共
通
の
客
観
的
基
準
に
基
づ
い
た
判
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。 

十
一
、
介
護
予
防
プ
ラ
ン
に
お
い
て
口
腔
機
能
向
上
の
た
め
の
口
腔
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
際
に
は
、
歯
科
医
師
、
歯
科
衛
生
士
等
の
専
門
家

の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

十
二
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
公
正
・
中
立
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
市
町
村
の
責
任
を
明
確
化
し
た
上
で
、
地
域
に

根
ざ
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
活
用
も
含
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
弾
力
的
な
設
置
形
態
を
認
め
る
こ
と
。
ま
た
、

専
門
職
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
に
つ
い
て
経
過
措
置
を
設
け
る
な
ど
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
人
材
の
確
保
が
で
き
る
よ
う
に
十
分

配
慮
す
る
と
と
も
に
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
介
護
現
場
で
の
経
験
を
重
視
し
、
適
切
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
え

る
人
材
を
登
用
す
る
こ
と
。 

十
三
、
介
護
保
険
事
業
及
び
介
護
予
防
事
業
の
実
施
に
関
し
て
は
、
生
涯
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り
支
援
と
い
う
観
点
か
ら
、
生
活
習
慣
病
予
防
等

そ
の
他
の
健
康
づ
く
り
関
連
事
業
と
の
連
携
性
、
整
合
性
を
有
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

十
四
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
資
質
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
中
立
性
・
独
立
性
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
基
準
及
び
介
護
報
酬
に

つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

十
五
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
、
多
職
種
協
働
の
強
化
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
積
極
的

な
開
催
や
自
立
し
た
生
活
の
実
現
を
目
指
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
な
ど
、
介
護
保
険
制
度
の
特
色
で
あ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
真
価
が
発
揮

で
き
る
よ
う
に
十
分
な
指
導
や
支
援
に
努
め
る
こ
と
。 

十
六
、
介
護
需
要
が
増
大
す
る
中
で
、
介
護
労
働
の
魅
力
を
高
め
、
優
秀
な
人
材
を
介
護
の
職
場
に
確
保
し
て
い
く
た
め
、
介
護
労
働
者
の
雇
用



管
理
や
労
働
条
件
の
改
善
、
研
修
体
系
や
資
格
の
在
り
方
の
見
直
し
に
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
労
働
条
件
の
改
善
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
・

向
上
の
観
点
か
ら
、
介
護
施
設
の
施
設
基
準
を
見
直
す
と
と
も
に
、
直
行
直
帰
型
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
及
び
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
夜
勤
に
つ
い
て

そ
の
労
働
実
態
を
把
握
し
、
所
要
の
改
善
を
図
る
こ
と
。 

十
七
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
及
び
取
消
の
要
件
に
、
労
働
関
係
及
び
社
会
保
険
関
係
法
規
の
遵
守
状
況
を
含
め
る
こ
と
を
検
討
す
る
と

と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
当
た
り
、
短
時
間
勤
務
も
含
め
た
従
業
員
の
健
康
診
断
及
び
感
染
症
予
防
に
関
す
る
研
修
の
実
施
の
有

無
を
対
象
項
目
に
含
め
る
こ
と
。 

十
八
、
難
病
な
ど
医
療
ニ
ー
ズ
と
介
護
ニ
ー
ズ
を
併
せ
持
つ
在
宅
の
中
重
度
者
へ
の
対
応
や
、
在
宅
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
へ
の
対
応
な
ど

の
観
点
か
ら
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
地
域
に
密
着
し
た
医
療
機
関
を
活
用
し
て
医
療
と
介
護
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
在
宅
療
養
を

よ
り
一
層
支
援
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

十
九
、
介
護
現
場
に
お
け
る
医
療
行
為
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
、
介
護
を
受
け
る
当
事
者
、
家
族
及
び
医
師
、
看
護
師
等
の
医
療
関
係

者
等
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
検
討
の
場
を
設
け
る
こ
と
。 

二
十
、
在
宅
療
養
者
に
お
け
る
介
護
保
険
及
び
医
療
保
険
の
自
己
負
担
の
上
限
額
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
次
期
医
療
制
度
改
革
の
際
に
結
論
を

得
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
行
わ
れ
る
新
予
防
給
付
及
び
地
域
支
援
事
業
等
に
係
る
検
討
を
行
う
に
際
し
て
は
、

新
予
防
給
付
の
対
象
者
や
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
も
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
。 

二
十
一
、
認
知
症
予
防
の
研
究
の
推
進
や
対
策
の
確
立
、
認
知
症
に
関
す
る
国
民
に
対
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
、
関
連
領
域
と
し
て
の
高
齢
者

の
う
つ
対
策
の
推
進
な
ど
、
総
合
的
な
認
知
症
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
認
知
症
高
齢
者
が
、
悪
質
な
事
業
者
等
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

安
心
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
、
地
域
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
、
高
齢
者
の
虐
待
防
止
の
観
点
か
ら
も
、
市
町
村
の
必
須
事
業
と
な
っ

た
権
利
擁
護
事
業
の
充
実
や
、
成
年
後
見
制
度
の
活
用
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
。 

二
十
二
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
施
設
長
・
管
理
者
に
つ
い
て
、
就
任
前
の
研
修
と
修
了
試
験
、
就
任
後
の
定
期
的
な
研
修
を
義
務
づ

け
、
事
業
者
指
定
・
更
新
の
際
の
要
件
と
す
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
業
務
内
容
を
明
確
化
し
、
必
要
な
職
業

能
力
開
発
の
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
。 

二
十
三
、
市
町
村
の
保
険
者
機
能
の
強
化
及
び
介
護
給
付
費
の
適
正
化
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
状
況
を
、
保
険
者
に
お

い
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
と
連
携
し
、
よ
り
正
確
に
把
握
・
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
早
急
に
図
る
と
と
も
に
、
介
護
費
用
通
知
の

実
施
拡
大
、
不
正
請
求
の
防
止
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

二
十
四
、
介
護
保
険
事
業
に
従
事
す
る
人
材
を
適
切
に
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
制
度
へ
の
加
入
継
続
の
努

力
を
促
す
と
と
も
に
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
公
的
助
成
が
廃
止
さ
れ
る
施
設
等
の
制
度
改
正
後
の
新
規
採
用
職
員
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
制
度
に
加
入
す
る
選
択
も
可
能
と
な
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


